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   知多市障がい福祉サービス従事者育成支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 知多市障がい福祉サービス従事者育成支援事業補助金（以下「補助金」と

いう。）は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第３項第３号の規定に

基づき、障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有する人材の育

成及び確保のため、従事者等に障害福祉サービス等資格取得研修を受講させた障

害福祉サービス等事業者に対し、予算の範囲内において交付するものとし、その

交付に関しては、知多市補助金等交付規則（平成４年知多市規則第２１号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

のいずれかの事業を行う者であって、市内に当該事業所を有するものとする。 

(1) 法第５条第１項に規定する障害福祉サービス（療養介護及び施設入所支援を

除く。） 

(2) 法第５条第２７項に規定する移動支援事業（以下「移動支援事業」とい

う。）及び知多市障害者移動支援事業等実施要綱第２条第２号に規定する日中

一時支援事業 

(3) 法第５条第１９項に規定する特定相談支援事業 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、従事

者等（市内の事業所に３か月以上継続して勤務している者に限る。以下同じ。）

に、次に掲げる研修のうち市長が適当と認める研修（以下「補助対象研修」とい

う。）を受講させる事業とする。 

(1) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介護職員初任者研修及び

生活援助従事者研修 

(2) 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）に規定する喀痰吸

引等研修 
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(3) 「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成

１８年厚生労働省告示第５３８号）」に規定する重度訪問介護従業者養成研 

修、同行援護従業者養成研修及び行動援護従業者養成研修 

(4) 「厚生労働大臣が定める施設基準（平成２４年厚生労働省告示第２６９号）

第２号の２に規定する強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）及び同基準第

１３号の２に規定する強度行動障害支援者養成研修（実践研修）（以下「強度

行動障害支援者養成研修」という。） 

(5) 「指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平

成２４年厚生労働省告示第２２５号）」等に規定する相談支援従事者初任者研

修、相談支援従事者現任研修、主任相談支援専門員研修（以下「相談支援従事

者研修」という。） 

(6) 「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働

大臣が定めるもの（平成１８年厚生労働省告示第５４４号）」に規定するサー

ビス管理責任者基礎研修、実践研修及び更新研修（以下「サービス管理責任者

研修」という。） 

(7) 「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働

大臣が定めるもの（平成２４年厚生労働省告示第２３０号）」に規定する児童

発達支援管理責任者基礎研修、実践研修及び更新研修（以下「児童発達支援管

理責任者研修」という。） 

(8) 移動支援事業に従事するために必要な知識及び技能を修得するための研修

（以下「移動支援従事者養成研修」という。） 

(9) その他国又は地方公共団体が福祉事業所等の従事者を対象に実施する研修の

内、市長が認めるもの 

２ 補助事業の内容、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。 

 （交付申請及び実績報告） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、知多市障がい福祉サービス従事者育

成支援事業補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様式）に、次に掲げる書類を

添えて、補助対象事業完了後、３か月以内又は当該年度の末日のいずれか早い日

までに市長に提出しなければならない。 
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(1) 補助対象経費の支払を証する書類 

 (2) 補助対象研修の修了を証する書類 

 (3) 当該事業所の従事者であることを証する書類 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

 （交付決定及び額の確定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当

と認めるときは、補助金の交付を決定する。この場合において、交付すべき補助

金の額の確定は、交付の決定をもって行ったものとみなし、知多市障がい福祉サ

ービス従事者育成支援事業補助金交付決定通知書件確定通知書（第２号様式）に

より、申請者に通知するものとする。 

 （申請の取下げ） 

第６条 規則第８条第１項に規定する申請の取下げ期日は、交付決定の通知を受け

た日から３０日以内とし、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならな

い。 

 （補助金の請求） 

第７条 補助金は、額の確定後に交付するものとし、第５条の規定により通知を受

けた者は、市長が指定する期日までに、知多市障がい福祉サービス従事者育成支

援事業補助金交付請求書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。  

 （交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。  

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該

取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、そ

の返還をさせるものとする。 

（報告の徴収等）  
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第９条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、補助対象事業の

実施状況について報告を求め、又は職員に当該実施状況について調査若しくは質

問をさせることができる。この場合において、補助対象者は、正当な理由がない

限り、これらを拒んではならない。 

 （委任） 

第１０条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和１２年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱

の規定に基づき、現に補助金の交付の決定を受けた補助事業に係る規定について

は、同日後も、なおその効力を有する。 
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別表（第３条関係） 

補助事業の内容 補助率及び補助限度額 補助対象経費 

１ 居宅介護従事者等研修 

(1) 介護職員初任者研修 

(2) 生活援助従事者研修 

(3) 喀痰吸引等研修 

(4) 重度訪問介護従業者養成研修 

(5) 同行援護従業者養成研修 

(6) 行動援護従業者養成研修 

(7) 強度行動障害支援者養成研修 

(8) 移動支援従事者養成研修 

２分の１以内 

 ただし、補助金の限度

額は、２０，０００円

以内とする。 

 

 

 

 

 

従事者の補助対象研

修の受講料（教材費

及び実習費を含

む。） 

 

 

２ 相談支援従事者研修 

３ サービス管理責任者研修 

４ 児童発達支援管理責任者研修 

５ その他国又は地方公共団体が福

祉事業所等の従事者を対象に実施

する研修 

２分の１以内 

 ただし、補助金の限度

額は、３０，０００円

以内とする。 
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第１号様式（第４条関係） 

知多市障がい福祉サービス従事者育成支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 

  年  月  日  

 知多市長        様 

 申請者 住 所              

     法 人 名              

             代表者氏名              

                     電 話 番 号              

 

 知多市障がい福祉サービス従事者育成支援事業補助金交付要綱第４条の規定により、添

付書類を添えて次のとおり申請します。 

 

交 付 申 請 額 円   

事 業 所 名  

所   在   地  

サ ー ビ ス 種 別  

補 助 対 象 研 修 

研 修 名  

受講年月日  

受講者氏名  

雇用年月日  

※添付書類 

  (1) 補助対象経費の支払を証する書類（領収書の写し、支払証明書等） 

  (2) 補助対象研修の修了を証する書類（修了証明書等） 

  (3) 当該事業所の従事者であることを証する書類（契約書、雇用証明書等） 

 (4) その他市長が必要と認める書類 
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第２号様式（第５条関係） 

知多市障がい福祉サービス従事者育成支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書 

知多市 指令 第  号  

  年  月  日  

             様 

知多市長          印  

 

     年  月  日付けで交付申請及び実績報告のありました補助事業については、

次のとおり補助金の額を確定したので、知多市障がい福祉サービス従事者育成支援事業補

助金交付要綱第５条の規定により通知します。 

 

補助対象研修 

研 修 名  

受講者氏名  

交付決定額 円   

交付の条件 
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第３号様式（第７条関係） 

知多市障がい福祉サービス従事者育成支援事業補助金交付請求書 

  年  月  日  

 知多市長        様 

 申請者 住 所              

     法 人 名              

             代表者氏名              

                     電 話 番 号              

 

     年  月  日付け知多市  指令 第  号で補助金の交付決定及び補助金額

の確定を受けた補助事業について、次のとおり請求します。 

 

請求金額 円   

振込口座 

金融機関名  

店 名  

預 金 種 別  口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

 

 


